
デマンド型交通「かわまる」の
見直しについて

令和７年１１月１９日（水）

川越市
都市計画部 交通政策課

資料３



ー目次ー

１ かわまるの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２ これまでの審議経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

３ 令和７年度第２回川越市交通政策審議会
〇 乗降場設置基準の策定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
〇 利用者数等の分析データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
〇 見直しに向けたアンケート調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
〇 今後の審議の方向性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

４ 今後のスケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

1



2

かわまるの概要

運行時間

毎日 8：00～18：00※年末年始（12月29日～１月３日）運休

利用対象者

川越市に住民登録がある方で、
川越市デマンド型交通かわまるに利用登録している方
※市外にお住まいの方や未登録の方も登録者と同乗する場合は利用可

運賃

運賃適用条件分類

500円中学生から69歳までの方大人

無料未就学児
子ども

300円小学生

300円70歳以上の方高齢者

300円障害者手帳等をお持ちの方

障害者 150円障害者手帳等をお持ちの小学生

300円障害者の介護者（1名もしくは2名）

500円未登録の同乗者（市内・市外いずれも）

利用方法

１ 登録 登録制のサービスのため、まずは利用者登録から

紙で申請
利用者登録申請書を提出

⇒ 登録完了通知到着

⇒ 登録完了

インターネットで申請
かわまる利用者登録申請フォームから

電子申請 ⇒ 登録完了通知到着

⇒ 登録完了

２ 予約 利用日の１週間前から電話又はインターネットにより予約

インターネットで予約電話で予約

予約センターに電話
TEL 049-257-8830
(8:00～18:00） コンビニクル ポケットバス停

以下のサイトにて専用のID・
パスワードを入力し予約

※予約上限件数 ： 1人当たり6件（片道1件）
※午前8時30分発より前の便は、前日までに予約

３ 乗車 出発乗降場にて乗車

乗降場タイプ

運行車両
ワゴンタイプの車両
リフト付きのため車いす
のまま乗車可能

プレート・シール

くい サインポスト



平成31年２月運行開始
・霞ケ関 ・名細
・霞ケ関北 ・山田
・川鶴 ・本庁管内

の一部

令和２年２月運行開始
・高階
・福原
・大東
・本庁管内の一部

令和２年12月運行開始
・芳野
・古谷
・南古谷
・本庁管内の一部

運行区域外
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運行区域

公共交通が充実している「市中心部」を除き、各地区１台で運行



これまでの審議経過

令和６年 ２月 〇令和５年度第４回川越市交通政策審議会

〇最終答申（市内循環バス「川越シャトル」とデマンド型交通「かわまる」の改善について）

６月〜
令和７年 ２月

３月 〇令和６年度第１回川越市交通政策審議会

４月 〇交通政策審議会会長へ諮問（諮問事項：デマンド型交通「かわまる」の見直しについて）

５月 〇令和７年度第１回川越市交通施策庁内検討委員会

６月 〇令和７年度第２回川越市公共交通利用促進協議会

８月 〇令和７年度第１回川越市交通政策審議会

１１月 〇令和７年度第２回川越市交通施策庁内検討委員会（11月13日）
〇令和７年度第２回川越市交通政策審議会（11月17日）
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〇デマンド型交通かわまる運行見直し検討業務委託



最終答申書（P.1~P.2）
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最終答申書（P.3）・ 諮問書
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〇 今後対応すべき課題と見直しに向けた方向性を以下のとおり整理。

令和７年度第１回川越市交通政策審議会（審議概要）

⑴ 課題と見直しに向けた方向性

課題① 交通不便地域等への乗降場設置
〇 かわまるの運行時間帯である平日８時から１８時において、１日６便未満の川越シャ

トルのバス停３００ｍ圏域（交通不便地域）。
〇 川越シャトルのバス停圏域のため乗降場が未設置となっている交通不便地域への対応。
〇 自治会や地域の団体等から乗降場設置の要望を受けているが、川越シャトルのバス停

圏域のため設置が出来ていない地域への対応。

見直しに向けた方向性① 乗降場設置基準の策定

乗降場設置基準の策定について審議、了承済。



8

⑴ 課題と見直しに向けた方向性

課題② 予約成立率の改善
〇 午前中や平日及び土曜日に利用が集中。
〇 11時及び15時台のかわまる乗務員の休憩時間帯における需要への対応。
〇 R6予約成立率は「59.4%」と減少傾向。また、「希望する予約が取れない」との

意見が多く寄せられていることへの対応。

見直しに向けた方向性② 追加車両導入の検討

予約が取れず利用ができない ⇒ かわまるの運行目的である「交通空白地域に
おける市民の移動支援」を果たせていない？

令和７年度第１回川越市交通政策審議会（審議概要）

予約が取りづらい状況を改善することを目的とし、キャンセルや乗り合いを
増やすといった様々な方法も含め、追加車両導入を中心とした予約が取れな

い状況の改善策について議論を行っていくこととして了承済



令和７年度第２回
川越市交通政策審議会

乗降場設置基準の策定
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⑴ 交通空白地域
○ 鉄道駅から８００メートル圏、バス停から３００メートル圏以外のエリア

（川越市都市・地域総合交通戦略における定義）

⑵ 乗降場設置個所
〇 交通空白地域を解消するための乗降場「地域内乗降場」

・交通空白地域内に概ね200m間隔で地域内乗降場を設置
・交通空白地域内であっても、工業団地や集団農地、さらには住宅が連たんしていないようなエリアは、

乗降場を設置しても利用見込みがないため、乗降場を設置していない。

〇 利用者の利便性を高めるための乗降場「公共施設・交通結節点・医療施設・商業施設等」
・施設数が非常に多いため、隣接している医療施設、商業施設同士を組みあわせ、可能な限り集約した形

で設置。また、医療施設や商業施設が、公共施設や交通結節点等に隣接する場合や、わずかな距離しか
離れていない場合は、公共施設や交通結節点等へ優先的に乗降場を設置。
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⑶ 乗降に関するルール
○ 交通空白地域における市民の移動支援を目的としていることから、本来であれば、交通空白地域内の

乗降場から乗車するか、もしくは交通空白地域内の乗降場で降車するかのどちらかが必要である。
しかしながら、乗降に関して多くの制約を設けてしまうと、利用者が混乱してしまうため、可能な限
り制約を設けず、分かりやすいルールとしている。

○ なお、交通政策審議会における審議において、駅乗降場から駅乗降場までの利用は、既存路線バスや
タクシーの利用者を奪ってしまい、バス事業者やタクシー事業者の経営を圧迫してしまうとの意見が
出たため、この場合に限り乗降を不可としている。

現在の運用（交通空白地域の定義等）
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〇 鉄道駅800m圏＋路線バス300m圏＋川越シャトル300m圏＋かわまる200m圏

図 公共交通圏域人口・面積（市中心部除く）
70歳以上 合計 面積

地区
圏域内
（人）

圏域外
（人）

圏域外
（％）

圏域内
（人）

圏域外
（人）

圏域外
（％）

圏域内
（㎢）

圏域外
（㎢）

圏域外
（％）

地区１ 7,991 1,613 16.8 38,041 7,138 15.8 16.6 18.6 52.8
地区２ 27,524 1,297 4.5 128,383 5,768 4.3 24.5 7.2 22.8
地区３ 25,500 1,541 5.7 106,257 7,265 6.4 26.5 9.2 25.8
合計 61,015 4,451 6.8 272,681 20,171 6.9 67.6 35.0 34.1

出典：住民基本台帳（令和６年１月１日）より作成

現在の運用（乗降場設置条件）

既存の乗降場は、鉄道駅及びバス停か
らの直線距離（同心円状）を基準とし、
バス路線の運行便数や実際の道路距離、
バス停がある地点との高低差・勾配等
の地理的条件は考慮していない

新たに乗降場を設置する場合、既存
の乗降場から200m圏内には設置をし
ない。ただし、道路距離が200m以上
離れている場合や、既存の乗降場か
ら200m圏内であっても、踏切、河川、
幹線道路、その他高低差・勾配等の
地理的条件を考慮し、慢性的に移動
に時間がかかるなど、一定程度の制
限が確認でき、乗降場設置が必要と
認められる場合は、設置に向けた検
討を行う。

※乗降場設置場所が区域境にあり、200m
圏内にある乗降場が他地区である場合は、
例外として、乗継利便性向上の観点から
設置可能

現在の乗降場設置条件
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乗降場設置基準の策定（交通不便地域の設定）

「交通不便地域」に地域内乗降場を設置可
能とすることにより、川越シャトルと一体

となり地域の足の確保に寄与するもの

既存の公共交通との棲み分けや影響を
抑えたうえで利便性向上を図るもの

〇 かわまるの運行時間帯である平日8時から18時において、１日6便未満の川越シャトルのバス停300m
圏を「交通不便地域」に設定（赤斜線箇所）
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乗降場設置基準の策定（自治会集会所の区分変更）

〇 自治会集会所は、かわまる運行開始時から「地域内乗降場」として区分し設置をしており、交通空
白地域に該当しない鉄道駅圏内又はバス停圏内には、乗降場を設置しておらず、自治会や地域の団体
から度々設置要望を受けている状況。
このため、「乗降場設置基準」の策定に合わせ、自治会集会所の区分を変更するもの。

【自治会集会所への乗降場設置例】

自治会集会所

緑枠：バス停300m圏

自治会集会所は地域住民の交流や活動を支
援する場であることから、公共的な性格を
有していることを考慮し、「地域内乗降
場」から「公共施設等」へ区分を変更

【想定事例】
バス停300m圏内にある「自治会集会所」
へ乗降場設置要望があった場合

変更前：交通空白地域ではない為設置不可
変更後：公共施設等として設置可

バス停留所



利用者数等の分析データ
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利用者数の増加に伴い予約成立率は減少傾向にあり、今後も減少見込み。
令和７年度（４月~９月）の予約成立率は、「50.4%」と予約が取れない状況。

（需要＞供給）
課題：「予約が取れない」状況の改善

（単位：件） （単位：％）

（R7.4〜R7.9）



将来推計見込み
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」を基に交通政策課作成

川越市将来人口推計

年次 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2035年 2040年
川越市人口 354,571 354,731 354,891 355,050 355,210 355,370 354,876 354,381 353,887 353,392 352,898 348,570 343,119
人口指数 100.00 100.05 100.09 100.14 100.18 100.23 100.09 99.95 99.81 99.67 99.53 98.31 96.77

80歳以上人口 27,202 29,035 30,868 32,700 34,533 36,366 38,073 39,780 41,487 43,194 44,901 45,875 43,156
80代以上指数 100.00 106.74 113.48 120.21 126.95 133.69 139.96 146.24 152.51 158.79 165.07 168.65 158.65

本市の人口は2040年に向けて減少が見込まれるが、80歳以上の人口は、
2020年に比べ2040年は約1.5倍と急激な増加が見込まれる
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80歳以上の人口は
約1.5倍に増加見込み
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将来推計見込み
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かわまる利用者数将来推計

かわまるの運行条件（運行時間、車両台数等）は考慮せず、前貢の本市将来人口推計からかわまるの将来
的な登録者数（直線近似推計）と利用者数（対数近似推計）を算出し、その割合を将来人口に乗じて、将来
的な利用者数推計を行ったもの。

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5（2023）年推計）」を基に交通政策課作成

利用者数は
約２倍に増加見込み

利用者数（人）



公共交通利用者数（鉄道以外）

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度

77.2%9,003,110 8,706,540 8,015,469 7,214,672 6,818,236 10,253,348 路線バス

3.5%401,632 401,507 370,962 334,203 289,684 405,489 川越シャトル

0.1%14,923 13,567 12,663 10,383 8,241 4,925かわまる

19.2%2,241,257 2,280,974 2,281,062 1,928,297 1,788,491 2,869,062タクシー

100%11,660,922 11,402,588 10,680,156 9,487,555 8,904,652 13,532,824 合計
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（単位：人）

0
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12,000,000

14,000,000

16,000,000

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

路線バス 川越シャトル デマンド交通かわまる タクシー

（単位：人）

※路線バス：市内を運行する路線バス事業者３社合計 ／タクシー： 市内に営業所を有する法人タクシー事業者１０社合計

かわまるの利用者数は、公共交通利用者数全体の「0.1%」であることから、
既存の公共交通の補完的役割であることが利用者数からわかる。



見直しに向けたアンケート調査
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見直しに向けたアンケート調査

〇目的
令和７年４月に川越市交通政策審議会に対し、かわまるの効果的・効率的な運行に向けた運行内容の
改善策について諮問を行い、今年度、見直しに向けた審議を行っている。交通政策審議会への議題を
審議するために開催された第１回川越市交通施策庁内検討委員会にて、見直しに向けた検討状況及び
方向性について審議を行い、希望予約の取得状況や予約不成立時における代替手段の活用有無等につ
いて質問を受けたことから、今後の審議の参考資料とするため、利用者向けアンケート調査を実施。

〇対象者
令和６年４月から令和７年５月末までの期間中、４回以上利用がある登録者６６６人

〇調査期間
令和７年７月２５日（金）から８月１５日（金）まで ※電子申請は８月３１日（日）まで

〇調査方法
郵送及び電子申請

〇回収方法
料金受取人払（返信用封筒）による返送、市民センター、交通政策課での受取、FAX、かわまる利用
時に乗務員が回収

〇回答数
４６５件（回収率69.8％）
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〇お住いの地区

〇年代

南古谷地区（地区１）、高階地区（地区２）、
霞ケ関地区（地区３）の回答が多い

７０歳代、８０歳代が全体の約８割

本庁
8%

芳野
1%

古谷
6%

南古谷
22%

高階
21%

福原
6%

大東
4%

霞ケ関
14%

霞ケ関北
6%

川鶴
3%

名細
8%

山田
1%

30歳代
2%

40歳代
3% 50歳代

4%
60歳代

4%

70歳代
24%

80歳代
59%

90歳以上
4%

n=454

n=424

見直しに向けたアンケート調査
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〇かわまるの主な利用目的（２つまで）

買い物
18%

通院（福祉施設への
通所含む）

58%

通勤
1%

公共施設の
利用
11%

趣味・習い事
8%

その他
4%

〇予約はいつ取ることが多いですか（２つまで）

1週間前
53%

6日前
4%

5日前
4%

4日前
3%

3日前
7%

2日前
5%

前日
12%

当日
12%

「通院（福祉施設への通所含む）」が全体の６割

「１週間前」が全体の約半数
次いで「前日」「当日」が多い

n=664

n=645

見直しに向けたアンケート調査
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〇市に対し予約が取れないというご意見が多く寄せられています。普段、どの程度希望する予約が取れて
いますか

「予約が取れず、あきらめることがあった」が７割
「第１希望で予約が取れている」が１割

希望どおりの予約はほぼ取れていない

第1希望で予約が取れている
12%

第1希望で予約が
取れないことが

あったが、第2希
望以降で予約が

取れた
15%

予約が取れず、あきらめ
ることがあった

73%

第1希望で予約を
取れるようにして

欲しい
66%

第2希望以降でも予
約が取れれば良い

32%

他の代替手段があるため、
予約が取れなくても良い

2%

「第１希望で予約を取れるようにして欲しい」が７割。
また、予約が取れない状況であることから「第２希望以降
でも予約が取れれば良い」との回答が３割と、ほぼ全ての
利用者が予約が取れることを望んでいる状況

【第１希望で予約が取れないことに対しての意見】

n=464

n=404

見直しに向けたアンケート調査



24

〇「予約が取れず、あきらめることがあった」と回答した場合、予約が取れなかった場合どうしますか

「他の代替手段を活用する」が８割
「外出しない」が２割

かわまるの予約が取れないことにより
外出を控える方が一定数存在

他の代替手段を
活用する

82%

外出しない
18%

〇かわまるの利用で外出する機会は増えましたか

非常に増えた
13%

変わらない
52% やや増えた

35%

「非常に増えた・やや増えた」と「変わらない」が同程度
「変わらない」と回答した方のうち、「かわまるの予約が取
れず外出ができないため、変わらないと回答した」との意見
が多数有り

高齢者の外出機会の創出に寄与していることを把握

かわまるにより、一定程度需要の掘り起こし・外出機会の創出につながっている

n=439

n=335

見直しに向けたアンケート調査
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〇かわまるに対するご意見・ご要望（自由記述）

【謝意に関する内容】
・かわまるの利用は非常に助かっている。感謝している ２９件
・かわまるがなくなると困る、無くてはならない存在 ８件
・かわまるが無いと通院できない ７件
・かわまるのおかげで外出する事が出来ている ３件
・かわまるがあることによって、高齢者は送迎を家族に頼まず自分で行けることは、利用者

とその家族双方に価値のあるサービス ３件
・車両台数が増え予約がもっと取りやすくなれば、とても良いサービス

【予約に関する内容】
・予約を取れるようにして欲しい ２２件
・１週間前の朝８時に電話をかけても予約が取れない １６件
・通院時、行きは予約が取れても帰りが取れないのが不便 １４件
・通院の予約時間にかわまるの予約が取れず、やむを得ず通院の予約をキャンセルすることがある
・１週間前の深夜２時に目覚まし時計をかけて予約するのが大変。深夜２時に予約を取らないと

埋まってしまう ４件
・深夜２時に起きて予約をしているが、いつまで自分自身の体力が持つか不安
・深夜２時の予約開始時間を変えて欲しい。夜中に起きることは睡眠の妨げになり健康に悪い
・深夜２時に起きて予約をしても希望の予約が取れないことがある。
・時間帯によって予約が全く取れない空白の時間帯を無くしてほしい
・予約がいつも取れず、予約すること自体を諦めていることが市に伝わっていない

意見数272件。主な意見は以下のとおり。※趣旨が同じ意見はまとめて記載

見直しに向けたアンケート調査



【車両に関する内容】
・車両台数を増やして欲しい ３５件

【乗降場に関する内容】
・乗降場を増やしてほしい １０件
・乗降場まで歩いていくのが辛い、もう少し近くに乗降場を設置してほしい ５件

【タクシーに関連する内容】
・年金生活者には通院時のタクシー代は高くて払えないため、かわまるは本当に助かる ６件
・駅から遠くバスも少なく、タクシーは高いので助かっている
・タクシーは呼んでも断られることがあるため、かわまるがあって本当に助かっている

【免許返納に関する内容】
・かわまるがあれば、高齢者の免許返納抵抗がなくなり事故も減る

26

見直しに向けたアンケート調査

【地域包括支援センター】
ご利用者から、通院したいがそこまで行く足が無いとの相談を多く受ける。ご利用者の多くは年金

生活者や送迎してくれる方がおらず、介護タクシーの場合は往復１万円以上かかることもあり払うこ
とができない。このため、「かわまる」が唯一の希望であるが、最近は予約が取れないとの相談も多
く、仕方なくタクシーを勧めるしか手段がない。かわまるの予約が取れないために通院をキャンセル
するとの話も聞くため、どうにかして利用できるようにして貰えないか。
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「利用者数等（定量データ）」＋「アンケート調査（定性データ）」

移動需要に対する供給不足
移動の足の確保が急務

利用者数等の分析データ＋見直しに向けたアンケート調査（まとめ）



今後の審議の方向性について
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今後の審議の方向性について

交通空白地域における移動手段（特に高齢者の定期的な通院や買い物等）は、
現時点ではかわまる以外では担うことが難しい

予約成立率等の利用者データやアンケート調査結果から
「予約が取れない」「通院の足がない」といった課題に対応する必要がある

利用者の利便性向上や費用対効果、財政的な受益者負担等を踏まえ、次回以降審議

・ 現在の運行制度の見直し（ex:運行日、運賃等）
・ 追加車両を導入するとした場合の導入手法（ex:導入区域、導入曜日、導入時間帯等）

見直しに向けた方向性については、現在策定作業を進めている
「川越市総合交通計画（令和８年度末策定予定）」において位置付け、策定後速やかに実施予定



今後のスケジュール（予定）

令和７年度 ４月 〇諮問
・デマンド型交通「かわまる」の見直しについて

８月 〇第１回交通政策審議会

１１月 〇第２回交通政策審議会
・中間答申

２月 〇第３回交通政策審議会

令和８年度 ４月以降

令和９年度 ４月以降 〇新運行体制による運行開始
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〇交通政策審議会の開催（１〜２回程度）
〇最終答申
〇新運行事業者選定に向けた各種手続き
〇認可申請手続き（関東運輸局埼玉運輸支局）
〇市民周知（広報川越、市公式ホームページ等）


